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１ 　 労働組合と 団結権等 

　 労働組合と は、 労働者が、 労働条件の維持改善等を 主な 目的と し て、 自主的・ 民

主的に運営する 団体を いいま す。 派遣労働者も 、 団結し て 労働組合を 結成し たり 、

労働組合に加入し たり し 、 使用者と 団体交渉を 行い、 場合によ っ て はスト ラ イ キな

どの団体行動を 行う こ と ができ ます（ 憲法第 28 条）。

２ 　 派遣先の労働組合法上の「 使用者」 性 

　「 使用者」 は、 正当な理由なく 団体交渉を 拒んではなり ません（ 労働組合法第 7 条

2 号）。 雇い主である派遣元は使用者にあたり ますが、 直接の雇い主ではない派遣先

が「 使用者」 にあたるかは問題です。

　 判例（ 平成 7 年 2 月 28 日最高裁判決） で は、 派遣先は、 労働者の基本的な 労働

条件等について、 雇用主と 部分的と はいえ同視でき る 程度に現実的かつ具体的に支

配、 決定するこ と ができ る地位にある場合には、 その限り において、 労働組合法第 7

条の「 使用者」 にあたると し ています。

　 また、 中央労働委員会（ ※） は、 ①労働者派遣法の枠組み又は労働者派遣契約で

定めら れた基本的事項を 逸脱し て労働者派遣が行われて いる 場合や、 ②労働者派遣

法上、 派遣先に一定の責任や義務が課さ れている 部分等については、 労働組合法第

７ 条の「 使用者」 に該当する 場合があり 得る と し て います（ 平成 24 年 10 月 18 日

中央労働委員会命令）。

　 中央労働委員会の提示し た①又は②にあたり 、 かつ、 判例のいう 支配・ 決定でき

る 地位にある と いえ れば、 派遣先も 労働組合法上の「 使用者」 にあたる と いえそう

です（ 右表にある阪急交通社事件の判旨を 参照し てく ださ い）。

※ 労働委員会は、 不当労働行為事件（ 労働組合法第 7 条） について判断し たり 、 労働争議の調停

を 行っ たり するなど、 裁判所に似た権限をも つ行政機関で、 都道府県に置かれる都道府県労働

委員会と 、 国（ 厚生労働省所轄） に置かれる中央労働委員会と があり ます。
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派遣先の使用者性に関する主な裁判例・ 中労委命令一覧

【 肯定】

ク ボタ 事件

（ 東京地裁平成

23 年 3 月 17 

日）

※東京高裁にお

いて同旨

（ 平成 23 年

12 月 21 日）

※中労委命令に

おいて同旨

（ 平成 21 年

9 月 30 日）

派遣先の会社が、 直雇用化（ 会社の従業員と する こ と ） を 予定し ている 派遣

労働者と の関係で労組法第 7 条の使用者に当たる と さ れた事案

　 労組法第 7 条にいう 使用者は、 労働契約関係ないし はそれに隣接な いし 近

似する 関係を 基盤と し て 成立する 団体労使関係上の一方当事者を 意味し 、 労

働契約上の雇用主が基本的にこ れに該当する も のの雇用主以外の者であっ て

も 、 当該労働者と の間に、 近い将来において 雇用関係が成立する 現実的かつ

具体的な可能性が存する 者も また、 こ れに該当すべき と 解すべき である 。

　 本件では、 19 年 1 月 26 日の時点で、 会社が 4 月 1 日ま で派遣労働者であ

る 本件従業員ら を 直雇用化する こ と を 決定し ている こ と 、 2 月 16 日の説明会

において、 会社が本件従業員ら に対し 、 直雇用化によ り 会社の契約社員と な

る こ と に同意する 旨の「 同意書」 を 配布し 、 2 月 28 日までに提出し ている 者

がいる こ と 、 希望すれば契約社員と し て 採用さ れる こ と にな っ て いたこ と 等

の事実によ れば、 遅く と も 、 2 月 28 日に団体交渉申入れが行われた時点にお

いて は、 近い将来において 組合員ら と 労働契約関係が成立する 現実的かつ具

体的な 可能性が存する 状態にあり 、 労働契約関係ないし はそれに隣接ないし

近似する 関係を 基盤と し て 成立する 団体労使関係上の一方当事者と し て 団交

申入れに応ずる べき 労組法第 7 条の使用者に該当し ていた。

【 否定】

ショ ーワ不当労

働行為再審査事

件

（ 中労委命令

平成 24 年

10 月 18 日）

派遣先事業主は、 労組法第 7 条の使用者には原則と し て 該当し な いが、 一定

の場合には派遣労働者の所属する 組合と の関係において 該当する 場合があり

得ると こ ろ 、 本件においては該当し ないと し た事案

　 労働者派遣法上の派遣先事業主は、 派遣労働者の所属する 組合と の関係で

は原則と し て労組法第 7 条の使用者には該当し な いが、 例え ば、 労働者派遣

法の枠組み又は労働者派遣契約で定めら れた基本的事項を 逸脱し て 労働者派

遣が行われている 場合や、 労働者派遣法上、 派遣先事業主に一定の責任や義

務が課さ れて いる 部分等については、 労組法第 7 条の使用者に該当する 場合

があり 得る 。 本件のよ う に、 派遣契約の範囲内で の就労実態や直接雇用の申

込義務が発生し ていたと はいえない等の事実関係の下では、 会社は労組法第 7

条の使用者には該当せず、 労組法第 7 条第 1 号及び第 2 号の不当労働行為責

任を 負わない。

【 肯定】

阪急交通社事件

（ 東京地裁

平成 25 年

12 月 5 日）

※中労委命令に

おいて同旨

（ 平成 24 年

11 月 29 日）

労働者派遣法上の派遣先事業主である 旅行会社が、 派遣元会社から 派遣さ れ

た添乗員の労働時間管理に関する 団交申入れにつき、 労組法第 7 条の使用者

に当たる と 判断さ れた事案

　 労組法第 7 条の使用者は、 一般に労働契約上の雇用主を いう が、 雇用主以

外の事業主であっ て も 、 労働者の基本的な労働条件等について、 雇用主と 部

分的と はいえ同視で き る 程度に現実的かつ具体的に支配、 決定する こ と がで

き る 地位にある 場合には、 その限り において、 当該事業主は同条の「 使用者」

に当たる と いう べき である （ 朝日放送事件、 最高裁判決平成 7 年 2 月 28 日）。

　 労働者派遣法上の派遣先事業主は原則と し て 労組法第 7 条の使用者には該

当し な いが、 労働者派遣法第 44 条な いし 第 47 条の 2 の規定によ り 、 使用

者と みなさ れ労基法等によ る 責任を 負う と さ れる 労働時間等の規定に違反し 、

かつ部分的と はいえ 雇用主と 同視で き る 程度に派遣労働者の基本的な労働条

件等を 支配、 決定し ている と 認めら れる 場合には、 当該決定さ れて いる 労働

条件等に限り 、 労組法第 7 条の使用者に該当する と いう べき で ある と こ ろ 、

本件においては、 派遣先事業主である 会社は、 労働時間管理を 行っ ておら ず、

そのこ と によ り 算定さ れた時間外労働時間に応じ た割増賃金の支払を 受ける

こ と を 事実上困難にし て いる 点において 部分的と はいえ 雇用主と 同視で き る

程度に基本的労働条件を 支配、 決定し ている と 認めら れる こ と から 、 労働時

間管理に関する 要求事項につき 、 労組法第 7 条の使用者にあたる 。

厚生労働省資料「 派遣先の使用者性に関する主な裁判例・ 中労委命令一覧」 より 抜粋


